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新型コロナウイルス感染症への対応について(第１８報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおり決定しましたので報告します。 

 

  

 

１．決定事項 

(1) 令和２年度における学校の教育活動の再開等について  別紙１のとおり 

    (学校教育部学校教育課) 

 



別紙１ 

令和２年度における学校の教育活動の再開等について 

 

 文部科学省より、３月２４日に「令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に

おける教育活動の再開等について」通知がありました。ついては、本市においてもこの通知の趣旨を踏

まえ、下記のとおり市立学校の教育活動を再開致します。 

 

 

１ 令和２年度新学期について 

  令和２年４月７日に小・中・特別支援学校１学期始業式を実施 

 

２ 入学式について 

  以下（１）～（３）の条件で実施します。 

  【小学校】４月８日（水） 

  【中学校】４月９日（木） 

  ※ひまわり特別支援学校は入学者なし 

（１）新入生のみ出席とし、在校生は出席しない 

（２）参加者のマスク着用、会場入口にアルコール消毒液の設置、会場の換気、椅子の配置（会 

場/教室の椅子は前後左右の間隔をあける）等により感染予防を徹底すること 

（３）感染拡大を防ぐため、式は簡素化して行う。 

※ 保護者の出席は、小学校は２名以内、中学校は１名とする。 

※ 式次第 ① 開式の言葉 ② 国歌斉唱 ③ 新入生氏名点呼（児童生徒は返事し起立） 

④ 学校長式辞 ⑤ 校歌斉唱 ⑥ 閉式の言葉 

※ 来賓の出席はなし 

 

３ 学校再開にあたって留意すること 

（１） クラスター（集団）発生のリスクを下げる３原則を徹底する 

① 換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底 

② 多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮 

③ 近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える 

（２） 毎朝、家庭での検温等の結果を記録させ、健康観察を実施する。 

（３） マスクを着用し手洗い、咳エチケットを徹底する 

（４） 一度に大人数が集まって人が密集するような行事は簡素化、または中止もしくは延期

すること。（新入生歓迎会、全校集会、学年集会等） 

 学校教育部  

学校教育課(担当：山本) 
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